
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な会館の施設】 

 

 

 

 

【アクセス】 
東武東上線新河岸駅西口から 

徒歩 25 分 
シャトルバス新河岸駅西口から 
10 分 
会館駐車場 190 台（無料） 

ホール 358 席（楽屋３室） 

リハーサル室・会議室４室 
和室３室・茶室・創作室 

健康増進室２室 ほか 

第３会議室 

ホール 

第２和室 

グランドピアノ２台を完備しピアノや各種発表会・講演会などに

適した多目的ホールをはじめ、グループや会社の会議・研修会・

打合せなど最大96名までの講演会などにも利用できる会議室

があります。 

そのほかにも、舞台や茶室も備えた和室もあり、 

茶会はもちろんサークルの研修会・会合として 

最大 60名まで利用できます。 

ジョイフルには気軽に使えて、 

皆さんのご期待にお応えできる 

施設がありますので、皆様の 

ご利用お待ちしております。 

 

また、ジョイフルでは貸館利用だけではなく、ジョイフル主催のコン

サートや講座などのイベントも開催しています。 

ぜひ一度、ジョイフルに足を運んでみてください！ 

 

 

【お問い合わせ】 

川越南文化会館 ジョイフル 
〒350-1151 

埼玉県川越市大字今福 1295 番地 2 
TEL:049-248-4115（火曜休館） 
URL:http://www.kfp.or.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ http://www.kfp.or.jp 

お問い合わせ TEL. ０４９-２４８-４１１５ 
９：００～１９：００（休館日を除く） 

■東武東上線 新河岸駅西口から徒歩 25分  ■西武新宿線南大塚駅からタクシーで 15分 

■川越シャトルバス 30系統 「南文化会館行き」 新河岸駅西口から 10分 

●会館駐車場 １9０台 

駐車場は収容台数が少ないために、ホール等の 

利用が重なる場合は大変混雑し満車が予想されます。 

満車の場合、新河岸駅周辺の有料駐車場などをご利用ください。 

ご来館の際は公共交通機関のご利用をお勧めいたします。 

ホール 定員：358 名/車椅子席有・母子室有 

【施設使用料】入場料無料 区域内料金（平日） 

（午前）09:00～12:00  06,000円 

（午後）12:30～17:00  10,800円 

（夜間）17:30～21:30  14,400円 
※ホールご利用の際は、音響・照明等の附属設備品の 

使用料が別途掛かります。 

※グランドピアノ２台常設 YAMAHA CFⅢS/CFⅢ 

第３会議室 定員：20 名 

【施設使用料】        区域内料金（平日） 

（午前）09:00～12:00  1,400円 

（午後）12:30～17:00  2,000円 

（夜間）17:30～21:30  2,400円 
【附属設備品(１区分)】プロジェクター    2,000 円 

              ＤＶＤ・ビデオデッキ 1,000 円 他 

第２和室 定員：30 名/第３和室との併用可

能 
【施設使用料】        区域内料金（平日） 

（午前）09:00～12:00  1,500円 

（午後）12:30～17:00  2,200円 

（夜間）17:30～21:30  2,600円 
【附属設備品(１区分)】プロジェクター    2,000円 

              ＤＶＤ・ビデオデッキ 1,000 円 他 

【施設使用料】        区域内料金（平日） 

（午前）09:00～12:00   1,200円 

（午後）12:30～17:00   1,700円 

（夜間）17:30～21:30   2,000円 
【附属設備品（1区分）】ＣＤデッキ  300円 他 

 

利用時間は、準備から片付けまで含めた時間になります。ご利用に関することは、会館までお問い合わせください。 

第２健康増進室 定員：31 名 

【川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・日高市・川島町・毛呂山町・越生町の方が利用する場合は区域内料金が適用されます。 

その他の地域の方は区域外料金（基本使用料の５割相当額の割り増し使用料）が適用されます。】 

ご 案 内 


